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同意第１号 

広域連合副長の選任について 

令和８年６月１日をもって広域連合副長深谷直弘が辞職をしたので、後任として次の者

を選任したい。 

上記について衣浦東部広域連合規約（平成１４年愛知県知事許可）第１２条第５項の規

定に基づき、議会の同意を求める。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子                    

記 

住所非公開 

山 本 政 裕 

生年月日非公開 
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同意第１号参考資料 

 

略       歴 

 

  

 

 

経歴非公開 
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同意第２号 

監査委員の選任について 

令和８年６月１日をもって監査委員佐々木隆教が辞職したので、後任として次の者を選

任したい。 

上記について地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定に基づき、

議会の同意を求める。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 

                   記 

住所非公開 

深 津  修 

生年月日非公開 
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同意第２号参考資料 

 

略       歴 

 

  

 

 

経歴非公開 
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議案第７号 

財産の取得について 

下記のとおり財産を取得するものとする。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 

記 

１ 取得する財産 

(1) 種類     消防救急デジタル無線システム 

(2) 数量     １式 

２ 取得金額    金６２１，５００，０００円 

３ 契約の相手方  名古屋市中区錦一丁目１７番１号 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 中日本支社 

支社長  山 本  朗 

４ 契約の方法   指名競争入札 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、衣浦東部広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定に基づき、必要があるため。 

 



衣浦東部広域連合事務所　１階会議室

最 低 入 札 額 565,000,000 円

消 費 税 及 び
地方消費税の額 56,500,000 円

落 札 額 621,500,000 円

第 １ 回 第 ２ 回

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 （ 金 ）

午前１０時０５分

円 円

565,000,000 落札

【辞退】

【辞退】

【辞退】

【辞退】

【辞退】

備考　「落札額」は、最低入札額に１００分の１０に相当する額を加算した額である。

沖電気工業株式会社　中部
支社

株式会社ゼネラル　中部情
報通信ネットワーク営業部

株式会社日立製作所　中部
支社

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
関西・中部公共ビジネス統
括部（愛知）

ＮＥＣネッツエスアイ株式
会社　中日本支社

日本無線株式会社　中部支
社

円

第 ３ 回

入　札　執　行　調　書

件 名 消防救急デジタル無線システム整備　１式

納 入 場 所 衣浦東部広域連合消防局ほか

開札日時

入 札 場 所

ＮＥＣネッツエスアイ株
式会社　中日本支社

落 札 業 者

指 名 入 札 業 者

- 6 -



 

- 7 - 

 

議案第８号 

財産の取得について 

下記のとおり財産を取得するものとする。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 

                   記 

１ 取得する財産 

(1) 種類     災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 

(2) 数量     １台 

２ 取得金額    金６４，６８０，０００円 

３ 契約の相手方  名古屋市中区金山二丁目１番５号 

          平和機械株式会社 

代表取締役 小野 寛利 

４ 契約の方法   指名競争入札 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、衣浦東部広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定に基づき、必要があるため。 

 



衣浦東部広域連合事務所　１階会議室

最 低 入 札 額 58,800,000 円

消 費 税 及 び
地方消費税の額 5,880,000 円

落 札 額 64,680,000 円

第 １ 回 第 ２ 回

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 （ 金 ）

午前１０時１５分

円 円

58,800,000 落札

73,900,000

76,000,000

82,000,000

83,500,000

90,000,000

備考　「落札額」は、最低入札額に１００分の１０に相当する額を加算した額である。

小川ポンプ工業株式会社
名古屋出張所

長野ポンプ株式会社

株式会社モリタ　名古屋支
店

日本機械工業株式会社　名
古屋営業所

平和機械株式会社

丸八重整備株式会社

円

第 ３ 回

入　札　執　行　調　書

件 名 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車１台購入

納 入 場 所 衣浦東部広域連合消防局

開札日時

入 札 場 所

平和機械株式会社落 札 業 者

指 名 入 札 業 者
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議案第９号 

財産の取得について 

下記のとおり財産を取得するものとする。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 

                   記 

１ 取得する財産 

(1) 種類     資機材搬送車 

(2) 数量     ２台 

２ 取得金額    金５６，９８０，０００円 

３ 契約の相手方  碧南市古川町３丁目２０番地２ 

          丸八重整備株式会社 

代表取締役 杉浦 栄次 

４ 契約の方法   指名競争入札 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、衣浦東部広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定に基づき、必要があるため。 

 



衣浦東部広域連合事務所　１階会議室

最 低 入 札 額 51,800,000 円

消 費 税 及 び
地方消費税の額 5,180,000 円

落 札 額 56,980,000 円

第 １ 回 第 ２ 回

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 （ 金 ）

午前１０時２０分

円 円

51,800,000 落札

56,000,000

64,000,000

78,000,000

【辞退】

【辞退】

備考　「落札額」は、最低入札額に１００分の１０に相当する額を加算した額である。

株式会社モリタ　名古屋支
店

愛知トヨタＥＡＳＴ株式会
社　刈谷高松店

内外ガード株式会社

日本機械工業株式会社　名
古屋営業所

丸八重整備株式会社

平和機械株式会社

円

第 ３ 回

入　札　執　行　調　書

件 名 資機材搬送車２台購入

納 入 場 所 衣浦東部広域連合消防局

開札日時

入 札 場 所

丸八重整備株式会社落 札 業 者

指 名 入 札 業 者
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議案第１０号 

財産の取得について 

下記のとおり財産を取得するものとする。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 

                   記 

１ 取得する財産 

(1) 種類     高規格救急自動車 

(2) 数量     ２台 

２ 取得金額    金５３，２４０，０００円 

３ 契約の相手方  刈谷市高松町４丁目３３番地 

          愛知トヨタＥＡＳＴ株式会社 刈谷高松店 

店長 春原 剛俊 

４ 契約の方法   指名競争入札 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、衣浦東部広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定に基づき、必要があるため。 

 



衣浦東部広域連合事務所　１階会議室

最 低 入 札 額 48,400,000 円

消 費 税 及 び
地方消費税の額 4,840,000 円

落 札 額 53,240,000 円

第 １ 回 第 ２ 回

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 （ 金 ）

午前１０時２５分

円 円

48,400,000 落札

50,000,000

50,500,000

51,000,000

【辞退】

【辞退】

備考　「落札額」は、最低入札額に１００分の１０に相当する額を加算した額である。

日本機械工業株式会社　名
古屋営業所

平和機械株式会社

丸八重整備株式会社

内外ガード株式会社

愛知トヨタＥＡＳＴ株式会
社　刈谷高松店

萬茂防災株式会社

円

第 ３ 回

入　札　執　行　調　書

件 名 高規格救急自動車２台購入

納 入 場 所 衣浦東部広域連合消防局

開札日時

入 札 場 所

愛知トヨタＥＡＳＴ株式
会社　刈谷高松店

落 札 業 者

指 名 入 札 業 者
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議案第１１号 

工事請負契約の締結について 

下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 

                   記 

１ 工事名     衣浦東部広域連合事務所非常用発電機等改修工事（週休２日） 

２ 工事場所    刈谷市小垣江町西高根２０４番地１ 

３ 請負契約金額  金１６４，５６０，０００円 

４ 契約の相手方  刈谷市神明町４丁目５１５番地 

          城東電機株式会社 

          代表取締役 毛受 誠 

５ 契約の方法   一般競争入札 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、衣浦東部広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定に基づき、必要があるため。 

 



予 定 価 格 149,700,000 円

消 費 税 及 び
地方消費税の額 14,970,000 円

最 低 入 札 額 149,600,000 円

消 費 税 及 び
地方消費税の額 14,960,000 円

落 札 額 164,560,000 円

第 １ 回 第 ２ 回
令和８年４月２８日（火）

午前１０時００分

円 円

149,600,000 落札

備考　「落札額」は、最低入札額に１００分の１０に相当する額を加算した額である。

入 札 場 所
衣浦東部広域連合事務所
１階会議室

（一般競争入札）

入　札　執　行　調　書

工 事 名
衣浦東部広域連合事務所　非常用発電機等改修工事（週休２
日）

施 設 等 の 名 称 衣浦東部広域連合事務所

工 事 場 所 刈谷市小垣江町西高根２０４番地１

城東電機株式会社落 札 業 者

入 札 参 加 業 者 第 ３ 回

城東電機株式会社
円

開札日時
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報告第１号 

令和７年度衣浦東部広域連合一般会計繰越明許費の繰越しについて 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により繰越明許

費の繰越しについて、別表のとおり報告する。 

  令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表

　　　　　　　　令 和 ７ 年 度 衣 浦 東 部 広 域 連 合

3 消防費 1 消防費 火災予防普及啓発事業 3,000,000 3,000,000

翌年度繰越額款 項 事　　業　　名 金　額
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一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

（単位：円）

未 収 入 特 定 財 源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3,000,000

一　般　財　源

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既 収 入
特定財源
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報告第２号 

専決処分について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、事故による

損害賠償の額の決定及び和解について専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 
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事故による損害賠償の額の決定及び和解について 

本広域連合の職員が関係する事故に伴い、次のとおり損害賠償額を決定し、当該事故に

関する和解契約を締結するものとする。 

記 

１ 損害賠償額  ０円 

２ 事故内容 

(1) 発生日時 

令和８年２月７日（土）午前１時３４分 

(2) 発生場所 

安城市高棚町中敷地内 路上 

(3) 経過 

火災現場へ出動し、当該場所へ消防車両を部署し、活動していたところ、消防車両

を追越した相手方車両の車両左側面と当方車両の右側サイドミラーが接触したもの 

３ 損害の程度 

 (1) 当方  右サイドミラーの損傷 

 (2) 相手方 損害なし 

４ 過失割合 

衣浦東部広域連合０パーセント 相手方１００パーセント 

 

令和８年３月３日専決 

衣浦東部広域連合長  杉 浦 康 憲 

 

 



 

- 21 - 

報告第３号 

専決処分について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、事故による

損害賠償の額の決定及び和解について専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

令和８年６月２日提出 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 
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事故による損害賠償の額の決定及び和解について 

本広域連合の職員が関係する事故に伴い、次のとおり損害賠償額を決定し、当該事故に

関する和解契約を締結するものとする。 

記 

１ 損害賠償額  ０円 

２ 事故内容 

(1) 発生日時 

令和８年４月１日（水）午前６時２４分 

(2) 発生場所 

刈谷市下重原町 地先 

(3) 経過 

救急支援出動中の消防ポンプ自動車が、信号の無い交差点を右折する際に、私有地

に設置されている円柱形ブロックと接触したもの 

３ 損害の程度 

 (1) 当方  車両右側面下部の損傷 

 (2) 相手方 損害なし（円柱形ブロックの倒れ） 

４ 過失割合 

衣浦東部広域連合１００パーセント 相手方０パーセント 

 

令和８年４月２３日専決 

衣浦東部広域連合長  小 池 友 妃 子 

 

 



 


